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資料番号 ３ 

 

 

 

JAひろしまにおける不適切な共済契約について 

 

１ 要旨 

  ひろしま農業協同組合（以下「JA」という。）から令和７年４月 10日付けで提出のあっ

た外部専門家（弁護士３名）による調査報告書のうち不祥事件（農業協同組合法（以下「農

協法」という。）施行規則第 231 号第５項に規定）の該否について、同項第６号に関して

未検証部分（第４号の行為に準ずるもの）があると認められたため、追加検証等を指導し

ていたところ、令和７年 12月４日までに、検証の結果、該当しない旨の報告があった。 

  県において、これまでの JAの報告内容等を精査・検証したところ、農協法の趣旨に照ら

して不適切な行為で JA の態勢等に問題が認められたことから、令和８年１月 14 日付けで

報告徴求命令（以下「報告徴求命令④」という。）を発出し、再発防止策の策定等を指導し

たので報告する。 

 

農協法施行規則第 231 条第５項 

第１号 犯罪行為（詐欺、横領、背任等） 

第２号 （略） 

第３号 （略） 

第４号 共済推進時の義務・禁止行為に違反する行為 

義務：情報提供、意向把握 

禁止行為：・虚偽告知、重要事項の不告知 

・虚偽の告知を勧める行為 

・契約者等の告知を妨害する行為 外 

第５号 （略） 

第６号 組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であっ

て前各号に掲げる行為に準ずるもの 

 

２ 経過（令和７年６月以降） 

令和７年６月６日   県から調査報告書の未検証部分について報告を求める通知 

７月 30日  JAから６月６日付県通知に対する報告 

８月 29日  県から７月 30日付け報告に過去報告と不整合があり再報告を通知 

12月４日   JAから８月 29日付県通知に対する報告 

 

３ JAの報告等に対する県の評価 

JAから届出はなく農協法上の不祥事件には当たらないが、法令の趣旨に照らして不適切
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な行為であり、その範囲は JA の一部地域に留まるものの、関与職員、改変件数は多く、不

正な実績評価獲得を目的としたもので、一部で組織性や隠ぺい的手口が認められた。また、

顧客への影響は、改変によって共済金が支払われないという実質的な影響は認められない

が、解約・新規契約に伴い一部で掛金増額や返戻金の減少などの影響が少なからずあった。

このことは、顧客の利益を軽視した悪質な行為であり、その背景に次のとおり態勢等の問

題が認められた。 

（１）経営管理態勢 

経営陣は不適切行為の発生防止や法令等遵守態勢構築の必要性・重要性の認識が不十

分であり、３線※管理態勢、法令等遵守態勢等の内部統制が有効に機能していなかった。 

  ※３線体制とは組織を３つの防衛線（役割）に分けリスク管理と内部統制を強化する仕組み（第１線：

業務部門内での日常的なモニタリングを通じたリスク管理 第２線：リスク管理部門などによる部

門横断的なリスク管理 第３線：内部監査部門による独立的な評価） 

 

（２）共済推進管理態勢 

契約手続きは履践しているとしているが、適切な契約審査や適正事務に対する指導

が十分に行われておらず、事務手続きの適切性、妥当性を検証する態勢も不十分であり、

顧客利益を軽視した推進活動が行われていた。 

（３）オペレーショナル・リスク管理態勢 

本店、広島中央地域本部、リスク管理部及び内部監査室において不正の監視や防止、

リスク低減の取り組みが不十分であるなど、適切なリスク管理態勢が整備されていな

かった。 

（４）利用者の保護 

不正な実績評価獲得を目的とした行為及び共済推進活動は、「利用者の最善の利益」

の実現の観点から誠実かつ公正さを欠く業務遂行であった。 

（５）組織風土 

広島中央地域においては、実績至上主義が蔓延し、公平感の感じられない過大な目標

設定、透明性のない人事考課、過度な進捗管理などが相まって、不適切な推進活動を黙

認する風潮が形成されていた。 

 

４ 報告徴求命令④（令和８年１月 14日付け）の概要 

（１）命令の理由 

３で指摘した不適切な行為及び JA の態勢等の問題を是正させ、再発防止の取り組み

を励行させる必要がある。 

（２）報告を求める主な事項 

○ ４月10日付けで報告のあった再発防止策の再検討及び再提出 

○ 事案に関係する役職員に行った指導内容（処分等含む） 



-3- 

 

○ 事案総括後に職員や組合員等に行った説明内容及び状況 

（３）報告期限   

令和８年３月 13日(金) 

 

５ 今後の県の対応 

○ 実効性のある再発防止策が策定、報告されるよう途中報告を求め、再発防止策の内容

を確認する。 

○ 報告された再発防止策の妥当性を確認した後、再発防止策の取組状況について、定期

的に報告を求める。取組状況は役職員からヒアリングを行い、進捗や達成状況を確認す

る。 

○ 他の共済種類で同様の行為や問題が生じないよう JAに検証・報告を求め、その報告結

果に応じて上記の再発防止策を見直しさせるなど指導を徹底する。 



 

 

 

 

※R7.6.18 農林水産委員会の
　説明資料に添付した資料



 

 

 

 

 

 



 

 

 


